
　　川口市環境衛生補助金交付要綱に基づき、環境衛生活動用の機械器具等を購入さ

　れた町会・自治会は、下記の要領で補助金申請の手続きを行ってください。

１　提出書類　

　　　　　　ア　川口市環境衛生活動補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）

　　　　　　イ　物品購入店舗が発行した領収書及び明細書の原本

　　　　　　　　　　（明細書は納品書のほかレシートでも可）

２　申請期間　

　　　　令和９年１月４日（月）から令和９年１月２９日（金）まで（必着）

３　記載例

様式第１号

令和　　年　　月　　日

（あて先）　川　口　市　長

申　請　者

川口市青木２－１－１

○○自治会

自治会長　川口　太郎

補助事業の経費所要額 円

補助金額（請求金額） 円

川口　次郎　　川口市青木２－１－１

０４８－２２９－３９１３

町会・自治会長以外に担当者がいる場合は記入すること。

担 当 者 名 、 住 所
及 び 連 絡 先

記入しないこと。

注意事項・記入例

川口市環境衛生補助金交付申請書兼請求書

代表者の役職及び氏名

30,000
各領収書の合計
額を記入するこ
と。

電 話 番 号 ０４８－２２９－３９１３

記

記入日を書くこと。

町 会 ・ 自 治 会 名

住 所
役職を含めて

債権者登録上

の情報と一致

するように記載

すること。



　・訂正箇所は二重線で消した上で訂正印をお願いいたします。（訂正印は町会長・

　　自治会長の印があればその印を、無い場合は町会長・自治会長の個人印でも構い

　　ません。）

　・ご記入いただいた電話番号を除く申請者情報が債権者登録上の情報と異なる場合

　　には、会計手続き上、補助金をお支払いすることができません。債権者登録上の

　　住所や役職がご不明の場合には生活衛生係（０４８－２２９－３９１３）あてご

　　確認ください。

　・提出書類に訂正箇所がある場合、担当者あてに返送して訂正いただきますのでご

　　了承くださいますようお願いいたします。

　・補助金額は原則として次のように計算した額とします。

　　（例）１００,０００円の物品１つ、６０，０００円の物品１つ、２０００円

　　　　　の物品１つを購入した場合（各物品は税込みとする）。

各購入物品の税込み額の４割を各購入物品の補助金額として算出し、その

金額が２０，０００円を上回る場合は、２０，０００円を補助金額として

合計金額を算出する。（要綱第３条第１項）

　・税抜き価格で表示されている物品は、１０％価格を上乗せした額の４割を補助金

　　額として算出します。

　・税抜き価格の物品の消費税及び補助金額の小数点以下は切り捨てとします。

　・各町会・自治会の申請額の合計が予算を上回った場合、川口市環境衛生活動補助

　　金交付要綱第３条各項に基づき、各町会・自治会の補助金の額を調整することが

　　あります。

　　　２，０００円

合計   ４０，８００円

４割

　４０，０００円

　２４，０００円

　　　　８００円

補助金額

　２０，０００円

　２０，０００円

　　　　８００円

購入金額（税込み）

　１００，０００円

　　６０，０００円


